
ヘ

ル

ス

ピ

ア

廃

止

の

市

長

提

案

や

消

費

税

減

税

を

求

め

る

市

民

か

ら

の

請

願

な

ど

に

対

す

る

、

各

党

の

賛

否

の

別

を

、

折

々

、

本

紙
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
国
保
料
特
集
で
す
。

医

療

や

国

保

、

後

期

高

齢

者

医

療

等

の

分

野

で

も

、

自
・
公
・
民
・
維
な
ど
は
、

「

財

政

危

機

」

を

振

り

か

ざ

し

、
「

保

険

料

や

窓

口

負

担

等

の

値

上

げ

や

む

な

し

」
「

切

捨

や

む

な

し

」

等

々

の

態

度

で

す

。

中

に

は

、

や

む

な

し

と

言

う

よ

り

、

む

し

ろ

積

極

的

に

値

上

げ

や

切

捨

を

主

張

す

る

場

合

も

あ

る

ほ

ど

で

す

。

国

保

料

の

額

自

体

が

議

会

で

の

議

案

に

な

る

訳

で

は

あ

り

ま

せ

ん

が

、

額

や

料

率

を

含

む

、

国

保

会

計

全

体

が

議

案

と

な

り

、

今

年

度

は

、

保

険

料

値

上

げ

を

含

む

会

計

に

、

こ

れ

ら

の

党

が

賛

成

、

日

本

共

産

党

だ

け

が

、

反

対

を

貫

い

て
い
ま
す
。

国

保

の

根

本

問

題

に

つ

い

て

考

え

て

み

ま

し

た

。

◎

国

民

の

命

や

健

康

を

守

る

の

は

国

や

自

治

体

の

義

務

な

の

に

、

保

険

料

で

賄

お

う

と

す

る

考

え

方

が

そ

も

そ

も

間

違

い

で

、

実

際

に
も
、
ム
リ
が
あ
る
こ
と
。

◎

実

際

、

ム

リ

が

あ

る

の

で

、

国

や

市

も

財

政

を

分

担

し

て

い

ま

す

が

、

常

に

こ

れ

を

減

ら

し

た

い

と

思

っ

て

い

る

こ

と

が

、

保

険

料

値

上

げ

の

背

景

で

す

。

◎

保

険

と

は

い

え

、

社

会

保

障

と

し

て

の

社

会

保

険

で

す

か

ら

、

公

費

負

担

を

増

や

し

、

保

険

料

と

窓

口

負

担

を

減

ら

し

て

い

く

の

が
目
指
す
べ
き
方
向
で
す
。

◎

欧

州

先

進

国

で

は

窓

口

負

担

は

原

則

無

料

で

す

。

日

本

で

も

「

二

重

取

り

」

と

批

判

す

る

学

者

も

お

ら

れ

ま

す

。

社

会

保

険

本

人

は

、

か

つ

て

は

初

診

料

だ

け

、

老

人

医

療

無

料

化

で

し
た
。

最
近
の

相
談
か
ら

◎

７

月

か

ら

後

期

高

齢

者

保

険

へ

移

行

す

る

が

、

４

～

６

月

の

国

保

料

４

万

４

千

円

を

を

６

月

中

に

払

え

と

、

６

月

日

に

請

求

書

20

が

来

た

。

急

に

工

面

で

き

な

い

（

区

役

所

と

折

衝

中

で
す
）
。

◎

緊

急

小

口

資

金

を

借

り

て

い

た

が

、

返

済

請

求

書

で

は

な

く

「

返

済

免

除

申

請

書

」

と

い

う

用

紙

が

届

い

た

が

（

非

課

税

世

帯

は

返

済

不

要

で

す

。

但

し

、

何

も

し

な

く

て

い

い

の

で

は

な

く

、

返

済

免

除

申

請

書

の

提

出

が

必

要

で

す

。

区

役

所

で

、

住

民

票

と

非

課

税

証

明

書

を

も

ら

っ

て

き

て

同

封

し

、

返

送

し

て

下
さ
い
）
。
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国
保
料
を
め
ぐ
っ
て
も
、

共

産

党

と
自

公

民

維

と
の

違
い
ク
ッ
キ
リ

国保料計算の仕組みと方法、内訳

医療分 後期高齢者支援分 介護分

所得割基礎額①

人数 ②

所得割額 ③ ①× 0.0765 〃 0.0282 〃 0.0256
均等割額 ④ 25,790 円×② 9,200 円×② 9,970 円×②

平等割額 ⑤ 16,610 円 5,930 円 4,910 円
法定減額額 ⑥

＜省略＞

保険料年額 ⑦

国保料は世帯単位での計算です。世帯主以外は「扶養家族

」ではなく、各世帯員が「被保険者」です。①は、所得－

基礎控除額(33 万円)で、家族全員のこの額×料率＝③です。
②は被保険者数。④は、一人当たりの額×②です。⑤は②

に関係なく、どの世帯でも同額です。世帯割と言うべきで

す。市がその世帯の所得を把握し、減額に該当する場合は、

最初から減額されています。これが⑥で、これを差し引い

た額が⑦です。（）に 70 や 50 と書かれている場合、④と⑤
を７割とか５割を減額していますという意味です。③④⑤

の率や額は市長が決めます。その数字を上の表に書きました。

年間の見込み額から、③④⑤の割合を決めて逆算します。

医療分とは医療保険に充てる分、高齢者支援分とは、後

期高齢者保険の国負担分を減らす為、国保被保険者に負担

を押しつけている分で、分断を狙っています。介護分は、

40 ～ 64 歳の被保険者がおられる場合の介護保険料です。

何でも相談会
南区社会保障推進協議会では、６月20

日からの一週間、何でも相談会を開催、

市民のご相談を受け付けました。井上市

議も、普段のご相談対応に加え、25日の

相談会（六孫王会館にて）にも参加、対

応させて頂きました（写真上）。


